
JP 6945383 B2 2021.10.6

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示装置を備えるコンピュータに、
　サービスの提供に伴いユーザの生体に関する測定を行うよう構成された測定装置と通信
することで、前記測定の結果を示す生体データを所定のデータとして収集する評価対象の
アプリケーションを動作させる第１ステップと、
　前記評価対象のアプリケーションが動作することで収集される前記所定のデータの内容
が、ユーザにとって好ましいかどうかを規定した評価条件に合致するか否かを判定する第
２ステップと、
　収集される前記所定のデータの内容が前記評価条件に合致する場合に、前記評価対象の
アプリケーションに対するレビューの入力を前記ユーザに依頼するための表示を前記表示
装置により行う第３ステップと、
を実行させるための、
評価依頼プログラム。
【請求項２】
　前記評価対象のアプリケーションは、前記ユーザの生体に関する測定を行うよう構成さ
れた測定装置と通信することで、前記測定の結果を示す生体データを前記所定のデータと
して収集し、
　前記評価条件は、前記ユーザの健康状態に改善傾向がみられる場合に、収集される前記
所定のデータの内容が前記ユーザにとって好ましいものであると判定するように規定され
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、
　前記第２ステップでは、前記コンピュータに、収集された前記生体データに基づいて、
前記ユーザの健康状態に改善傾向がみられるか否かを判定させ、
　前記第３ステップでは、前記コンピュータに、前記ユーザの健康状態に改善傾向がみら
れると判定した場合に、前記評価対象のアプリケーションに対するレビューの入力を前記
ユーザに依頼するための表示を実行させる、
請求項１に記載の評価依頼プログラム。
【請求項３】
　前記生体データは、血圧、体重、体脂肪、内臓脂肪、身体年齢、骨格筋肉率、歩数、活
動量、血糖値、基礎体温リズム、及び睡眠状態の少なくともいずれかに関するものであり
、
　前記第２ステップでは、前記血圧、体重、体脂肪、内臓脂肪、身体年齢、骨格筋肉率、
歩数、活動量、血糖値、基礎体温リズム、及び睡眠状態の少なくともいずれかに改善傾向
がみられる場合に、前記コンピュータに、前記ユーザの健康状態に改善傾向がみられると
判定させる、
請求項２に記載の評価依頼プログラム。
【請求項４】
　前記コンピュータに、
　　前記評価対象のアプリケーションを利用する際の前記ユーザの操作導線を監視する第
４ステップと、
　　前記操作導線が所定の条件を満たしているか否かを判定する第５ステップと、
　　前記操作導線が所定の条件を満たしていると判定した場合に、前記評価対象のアプリ
ケーションに対するレビューの入力を前記ユーザに依頼するための表示を前記表示装置に
より行う第６ステップと、
を更に実行させるための、
請求項１から３のいずれか１項に記載の評価依頼プログラム。
【請求項５】
　前記第４ステップでは、前記コンピュータに、前記操作導線として、操作画面の滞在時
間及び操作経路のうちの少なくとも一方を計測させ、
　前記第５ステップでは、前記コンピュータに、前記操作画面の滞在時間及び前記操作経
路のうちの少なくとも一方に基づいて、前記操作導線が所定の条件を満たしているか否か
を判定させる、
請求項４に記載の評価依頼プログラム。
【請求項６】
　前記評価対象のアプリケーションは、前記所定のデータを収集する際に、前記コンピュ
ータに所定の装置と通信させ、
　前記第４ステップでは、前記コンピュータに、前記操作導線として、前記所定の装置と
の通信状態を計測させ、
　前記第５ステップでは、前記コンピュータに、前記通信状態に基づいて、前記操作導線
が所定の条件を満たしているか否かを判定させる、
請求項４又は５に記載の評価依頼プログラム。
【請求項７】
　表示装置を備えるコンピュータが、
　サービスの提供に伴いユーザの生体に関する測定を行うよう構成された測定装置と通信
することで、前記測定の結果を示す生体データを所定のデータとして収集する評価対象の
アプリケーションを動作させる第１ステップと、
　前記評価対象のアプリケーションが動作することで収集される前記所定のデータの内容
が、ユーザにとって好ましいかどうかを規定した評価条件に合致するか否かを判定する第
２ステップと、
　収集される前記所定のデータの内容が前記評価条件に合致する場合に、前記評価対象の
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アプリケーションに対するレビューの入力を前記ユーザに依頼するための表示を前記表示
装置により行う第３ステップと、
を実行する、
評価依頼方法。
【請求項８】
　前記評価対象のアプリケーションは、前記ユーザの生体に関する測定を行うよう構成さ
れた測定装置と通信することで、前記測定の結果を示す生体データを前記所定のデータと
して収集し、
　前記評価条件は、前記ユーザの健康状態に改善傾向がみられる場合に、収集される前記
所定のデータの内容が前記ユーザにとって好ましいものであると判定するように規定され
、
　前記第２ステップでは、前記コンピュータは、収集された前記生体データに基づいて、
前記ユーザの健康状態に改善傾向がみられるか否かを判定し、
　前記第３ステップでは、前記コンピュータは、前記ユーザの健康状態に改善傾向がみら
れると判定した場合に、前記評価対象のアプリケーションに対するレビューの入力を前記
ユーザに依頼するための表示を実行する、
請求項７に記載の評価依頼方法。
【請求項９】
　１又は複数のプロセッサと、
　評価対象のアプリケーション及びプログラムを前記１又は複数のプロセッサにより実行
可能に記憶するメモリと、
　表示装置と、
を備え、
　前記１又は複数のプロセッサは、前記プログラムに従って、
　サービスの提供に伴いユーザの生体に関する測定を行うよう構成された測定装置と通信
することで、前記測定の結果を示す生体データを所定のデータとして収集する評価対象の
アプリケーションを動作させる第１ステップと、
　サービスの提供に伴い所定のデータを収集する評価対象のアプリケーションが動作する
ことで収集される当該所定のデータの内容が、ユーザにとって好ましいかどうかを規定し
た評価条件に合致するか否かを判定する第２ステップと、
　収集される前記所定のデータの内容が前記評価条件に合致する場合に、前記評価対象の
アプリケーションに対するレビューの入力を前記ユーザに依頼するための表示を前記表示
装置により行う第３ステップと、
を実行する、
コンピュータ装置。
【請求項１０】
　前記評価対象のアプリケーションは、前記ユーザの生体に関する測定を行うよう構成さ
れた測定装置と通信することで、前記測定の結果を示す生体データを前記所定のデータと
して収集し、
　前記評価条件は、前記ユーザの健康状態に改善傾向がみられる場合に、収集される前記
所定のデータの内容が前記ユーザにとって好ましいものであると判定するように規定され
、
　前記第２ステップでは、前記１又は複数のプロセッサは、収集された前記生体データに
基づいて、前記ユーザの健康状態に改善傾向がみられるか否かを判定し、
　前記第３ステップでは、前記１又は複数のプロセッサは、前記ユーザの健康状態に改善
傾向がみられると判定した場合に、前記評価対象のアプリケーションに対するレビューの
入力を前記ユーザに依頼するための表示を実行する、
請求項９に記載のコンピュータ装置。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、評価依頼プログラム、評価依頼方法、及びコンピュータ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　多数のコンテンツを配布する場面では、ユーザは、利用するコンテンツを選択する指標
として、当該コンテンツに対して他のユーザが投稿したレビューの評価を参考にすること
がある（例えば、特許文献１）。この場合、一般的には、高評価のレビューが多いほど、
そのコンテンツの利用が促進される。そのため、対象コンテンツがより多くのユーザに利
用されるようにするためには、当該対象コンテンツに対して高評価のレビューを多く集め
るのが好ましい。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－０２０７２４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　対象コンテンツの利用頻度が高いほど、そのユーザは、対象コンテンツに対して潜在的
に良い評価を有していると推定される。そのため、高評価のレビューを集める方法として
、対象コンテンツの利用頻度の高いユーザにレビューを依頼する方法が考えられる。しか
しながら、レビューを投稿するには手間がかかる。利用頻度という指標のみでは、レビュ
ーを依頼したときに、当該レビューの投稿に対して手間をかけてくれるか否か不明であっ
た。
【０００５】
　本発明は、一側面では、このような実情を鑑みてなされたものであり、その目的は、対
象コンテンツ、特に、対象のアプリケーションに対して高評価を有しているユーザに適切
なタイミングでレビューの依頼を行う技術を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、上述した課題を解決するために、以下の構成を採用する。
【０００７】
　すなわち、本発明の一側面に係る評価依頼プログラムは、表示装置を備えるコンピュー
タに、サービスの提供に伴い所定のデータを収集する評価対象のアプリケーションを動作
させる第１ステップと、前記評価対象のアプリケーションが動作することで収集される前
記所定のデータの内容が、ユーザにとって好ましいかどうかを規定した評価条件に合致す
るか否かを判定する第２ステップと、収集される前記所定のデータの内容が前記評価条件
に合致する場合に、前記評価対象のアプリケーションに対するレビューの入力を前記ユー
ザに依頼するための表示を前記表示装置により行う第３ステップと、を実行させるための
プログラムである。
【０００８】
　人間は、機嫌が良いときほど、手間を惜しまずに、ポジティブな行動をとるものと推測
される。そのため、ユーザの機嫌の良いときにレビューの依頼を行うことができれば、そ
のコンテンツに対して高評価のレビューをより多く収集可能であると期待される。
【０００９】
　当該構成によれば、対象のアプリケーションの稼働により収集される所定のデータがユ
ーザにとって好ましいと判定されるタイミングで、評価対象のアプリケーションに対する
レビューを依頼するようにすることができる。すなわち、対象のアプリケーションの利用
によりユーザの機嫌が良くなったと推測されるタイミングで、当該対象のアプリケーショ
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ンに対するレビューを当該ユーザに依頼することができる。
【００１０】
　したがって、当該構成によれば、対象のアプリケーションに対して高評価を有している
ユーザに適切なタイミングでレビューの依頼を行うことができ、これによって、当該対象
のアプリケーションに対して高評価のレビューをより多く収集することができるようにな
る。なお、評価対象のアプリケーションの種類は、特に限定されなくてもよく、実施の形
態に応じて適宜選択されてよい。評価対象のアプリケーションは、例えば、体重体組成計
、血圧計、活動量計、血糖値測定器、歩数計、体温計等の測定装置から生体データを収集
し、収集した生体データを管理するアプリケーションであってよい。
【００１１】
　上記一側面に係る評価依頼プログラムにおいて、前記評価対象のアプリケーションは、
前記ユーザの生体に関する測定を行うよう構成された測定装置と通信することで、前記測
定の結果を示す生体データを前記所定のデータとして収集してもよく、前記評価条件は、
前記ユーザの健康状態に改善傾向がみられる場合に、収集される前記所定のデータの内容
が前記ユーザにとって好ましいものであると判定するように規定されてもよく、前記第２
ステップでは、前記コンピュータに、収集された前記生体データに基づいて、前記ユーザ
の健康状態に改善傾向がみられるか否かを判定させてもよく、前記第３ステップでは、前
記コンピュータに、前記ユーザの健康状態に改善傾向がみられると判定した場合に、前記
評価対象のアプリケーションに対するレビューの入力を前記ユーザに依頼するための表示
を実行させてもよい。当該構成によれば、対象のアプリケーションの利用により健康状態
が改善されたユーザに、当該対象のアプリケーションに対するレビューを依頼するように
することができる。これによって、当該対象のアプリケーションに対して高評価のレビュ
ーをより多く収集することができるようになることが期待される。
【００１２】
　上記一側面に係る評価依頼プログラムにおいて、前記生体データは、血圧、体重、体脂
肪、内臓脂肪、身体年齢、骨格筋肉率、歩数、活動量、血糖値、基礎体温リズム、及び睡
眠状態の少なくともいずれかに関するものであってよく、前記第２ステップでは、前記血
圧、体重、体脂肪、内臓脂肪、身体年齢、骨格筋肉率、歩数、活動量、血糖値、基礎体温
リズム、及び睡眠状態の少なくともいずれかに改善傾向がみられる場合に、前記コンピュ
ータに、前記ユーザの健康状態に改善傾向がみられると判定させてよい。当該構成によれ
ば、対象のアプリケーションの利用により、血圧、体重、体脂肪、内臓脂肪、身体年齢、
骨格筋肉率、歩数、活動量、血糖値、基礎体温リズム、及び睡眠状態の少なくともいずれ
かに改善傾向がみられたユーザに、当該対象のアプリケーションに対するレビューを依頼
するようにすることができる。これによって、当該対象のアプリケーションに対して高評
価のレビューをより多く収集することができるようになることが期待される。
【００１３】
　上記一側面に係る評価依頼プログラムは、前記コンピュータに、前記評価対象のアプリ
ケーションを利用する際の前記ユーザの操作導線を監視する第４ステップと、前記操作導
線が所定の条件を満たしているか否かを判定する第５ステップと、前記操作導線が所定の
条件を満たしていると判定した場合に、前記評価対象のアプリケーションに対するレビュ
ーの入力を前記ユーザに依頼するための表示を前記表示装置により行う第６ステップと、
を更に実行させてもよい。当該構成によれば、例えば、操作導線に基づいて、対象のアプ
リケーションをユーザがストレスなく快適に利用できているか否かを判定し、ストレスな
く快適に対象のアプリケーションを利用しているユーザに当該対象のアプリケーションに
対するレビューを依頼するようにすることができる。これによって、当該対象のアプリケ
ーションに対して高評価のレビューをより多く収集することができるようになることが期
待される。
【００１４】
　上記一側面に係る評価依頼プログラムは、前記第４ステップでは、前記コンピュータに
、前記操作導線として、操作画面の滞在時間及び操作経路のうちの少なくとも一方を計測



(6) JP 6945383 B2 2021.10.6

10

20

30

40

50

させてもよく、前記第５ステップでは、前記コンピュータに、前記操作画面の滞在時間及
び前記操作経路のうちの少なくとも一方に基づいて、前記操作導線が所定の条件を満たし
ているか否かを判定させてもよい。当該構成によれば、操作画面の滞在時間及び操作経路
のうちの少なくとも一方に基づいて、対象のアプリケーションをユーザがストレスなく快
適に利用できているか否かを判定することができる。そのため、ストレスなく快適に対象
のアプリケーションを利用しているユーザに当該対象のアプリケーションに対するレビュ
ーを依頼するようにすることができる。
【００１５】
　前記評価対象のアプリケーションは、前記所定のデータを収集する際に、前記コンピュ
ータに所定の装置と通信させてもよく、上記一側面に係る評価依頼プログラムは、前記第
４ステップでは、前記コンピュータに、前記操作導線として、前記所定の装置との通信状
態を計測させてもよく、前記第５ステップでは、前記コンピュータに、前記通信状態に基
づいて、前記操作導線が所定の条件を満たしているか否かを判定させてもよい。当該構成
によれば、所定の装置との通信状態に基づいて、対象のアプリケーションをユーザがスト
レスなく快適に利用できているか否かを判定することができる。そのため、ストレスなく
快適に対象のアプリケーションを利用しているユーザに当該対象のアプリケーションに対
するレビューを依頼するようにすることができる。
【００１６】
　なお、上記各形態に係る評価依頼プログラムの別の態様として、以上の各構成を実現す
る情報処理装置であってもよいし、情報処理方法であってもよいし、上記各形態に係る評
価依頼プログラムを記録したコンピュータその他装置、機械等が読み取り可能な記憶媒体
であってもよい。ここで、コンピュータ等が読み取り可能な記録媒体とは、プログラム等
の情報を、電気的、磁気的、光学的、機械的、又は化学的作用によって蓄積する媒体であ
る。
【００１７】
　例えば、本発明の一側面に係る評価依頼方法は、表示装置を備えるコンピュータが、サ
ービスの提供に伴い所定のデータを収集する評価対象のアプリケーションを動作させる第
１ステップと、前記評価対象のアプリケーションが動作することで収集される前記所定の
データの内容が、ユーザにとって好ましいかどうかを規定した評価条件に合致するか否か
を判定する第２ステップと、収集される前記所定のデータの内容が前記評価条件に合致す
る場合に、前記評価対象のアプリケーションに対するレビューの入力を前記ユーザに依頼
するための表示を前記表示装置により行う第３ステップと、を実行する情報処理方法であ
る。
【００１８】
　上記一側面に係る評価依頼方法において、前記評価対象のアプリケーションは、前記ユ
ーザの生体に関する測定を行うよう構成された測定装置と通信することで、前記測定の結
果を示す生体データを前記所定のデータとして収集してもよく、前記評価条件は、前記ユ
ーザの健康状態に改善傾向がみられる場合に、収集される前記所定のデータの内容が前記
ユーザにとって好ましいものであると判定するように規定されてもよく、前記第２ステッ
プでは、前記コンピュータは、収集された前記生体データに基づいて、前記ユーザの健康
状態に改善傾向がみられるか否かを判定してもよく、前記第３ステップでは、前記コンピ
ュータは、前記ユーザの健康状態に改善傾向がみられると判定した場合に、前記評価対象
のアプリケーションに対するレビューの入力を前記ユーザに依頼するための表示を実行し
てもよい。
【００１９】
　また、例えば、本発明の一側面に係るコンピュータ装置は、１又は複数のプロセッサと
、評価対象のアプリケーション及びプログラムを前記１又は複数のプロセッサにより実行
可能に記憶するメモリと、表示装置と、を備え、前記１又は複数のプロセッサは、前記プ
ログラムに従って、サービスの提供に伴い所定のデータを収集する評価対象のアプリケー
ションを動作させる第１ステップと、前記評価対象のアプリケーションが動作することで
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収集される前記所定のデータの内容が、ユーザにとって好ましいかどうかを規定した評価
条件に合致するか否かを判定する第２ステップと、収集される前記所定のデータの内容が
前記評価条件に合致する場合に、前記評価対象のアプリケーションに対するレビューの入
力を前記ユーザに依頼するための表示を前記表示装置により行う第３ステップと、を実行
する情報処理装置である。
【００２０】
　上記一側面に係るコンピュータ装置において、前記評価対象のアプリケーションは、前
記ユーザの生体に関する測定を行うよう構成された測定装置と通信することで、前記測定
の結果を示す生体データを前記所定のデータとして収集してもよく、前記評価条件は、前
記ユーザの健康状態に改善傾向がみられる場合に、収集される前記所定のデータの内容が
前記ユーザにとって好ましいものであると判定するように規定されてもよく、前記第２ス
テップでは、前記１又は複数のプロセッサは、収集された前記生体データに基づいて、前
記ユーザの健康状態に改善傾向がみられるか否かを判定してもよく、前記第３ステップで
は、前記１又は複数のプロセッサは、前記ユーザの健康状態に改善傾向がみられると判定
した場合に、前記評価対象のアプリケーションに対するレビューの入力を前記ユーザに依
頼するための表示を実行してもよい。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、対象のアプリケーションに対して高評価を有しているユーザに適切な
タイミングでレビューの依頼を行う技術を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】図１は、本発明が適用される場面の一例を模式的に例示する。
【図２】図２は、実施の形態に係るコンピュータ装置のハードウェア構成の一例を模式的
に例示する。
【図３】図３は、実施の形態に係る測定装置のハードウェア構成の一例を模式的に例示す
る。
【図４】図４は、実施の形態に係るコンピュータ装置のソフトウェア構成の一例を模式的
に例示する。
【図５】図５は、実施の形態に係るコンピュータ装置の処理手順の一例を例示する。
【図６】図６は、アプリケーションの画面の一例を例示する。
【図７】図７は、アプリケーションの画面の一例を例示する。
【図８】図８は、レビューの投稿を依頼する画面の一例を例示する。
【図９】図９は、レビューの入力を受け付ける画面の一例を例示する。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、本発明の一側面に係る実施の形態（以下、「本実施形態」とも表記する）を、図
面に基づいて説明する。ただし、以下で説明する本実施形態は、あらゆる点において本発
明の例示に過ぎない。本発明の範囲を逸脱することなく種々の改良や変形を行うことがで
きることは言うまでもない。つまり、本発明の実施にあたって、実施形態に応じた具体的
構成が適宜採用されてもよい。なお、本実施形態において登場するデータを自然言語によ
り説明しているが、より具体的には、コンピュータが認識可能な疑似言語、コマンド、パ
ラメータ、マシン語等で指定される。
【００２４】
　§１　適用例
　まず、図１を用いて、本発明が適用される場面の一例について説明する。図１は、本実
施形態に係るコンピュータ装置１の適用場面の一例を模式的に例示する。
【００２５】
　図１に示されるとおり、本実施形態に係るコンピュータ装置１には、外部のサーバ７か
ら提供されるアプリケーション１２１がインストールされる。ユーザ５は、コンピュータ
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装置１を操作して、アプリケーション１２１を稼働させることで、所定のサービスの提供
を受ける。アプリケーション１２１は、本発明の「評価対象のアプリケーション」に相当
する。
【００２６】
　コンピュータ装置１は、表示装置（後述するタッチパネルディスプレイ１４）を備え、
アプリケーション１２１を動作させる。アプリケーション１２１は、当該サービスの提供
に伴って、所定のデータを収集する。コンピュータ装置１は、収集される所定のデータの
内容が、ユーザ５にとって好ましいかどうかを規定した評価条件に合致するか否かを判定
する。そして、コンピュータ装置１は、収集される所定のデータの内容が評価条件に合致
する場合に、アプリケーション１２１に対するレビューの投稿をユーザ５に依頼するため
の表示を表示装置により行う。
【００２７】
　アプリケーション１２１は、サービスの提供に伴い、何らかのデータを取得するもので
あれば、特に限定されなくてもよい。また、評価条件は、収集されるデータに応じて適宜
決定されてよい。一例として、本実施形態では、アプリケーション１２１として、ユーザ
５の生体に関する測定を行うように構成された測定装置３と協働するアプリケーションを
利用する。また、評価条件は、ユーザ５の健康状態に改善傾向がみられる場合に、収集さ
れる所定のデータの内容がユーザ５にとって好ましいものであると判定するように規定さ
れる。
【００２８】
　具体的には、測定装置３は、例えば、体重体組成計、血圧計、活動量計、血糖値測定器
、歩数計、体温計、睡眠計測器、心拍計、心電計等である。アプリケーション１２１は、
測定装置３の測定結果である生体データを収集し、収集した生体データを管理することで
、測定装置３により得られたユーザの生体情報の履歴をグラフ等で表示するサービスを提
供するソフトウェアである。すなわち、アプリケーション１２１は、測定装置３と通信す
ることで、測定の結果を示す生体データ１２３を所定のデータとして収集する。
【００２９】
　そこで、本実施形態に係るコンピュータ装置１は、収集された生体データ１２３に基づ
いて、ユーザ５の健康状態に改善傾向がみられるか否かを判定する。そして、コンピュー
タ装置１は、ユーザ５の健康状態に改善傾向がみられると判定した場合に、アプリケーシ
ョン１２１に対するレビューの投稿をユーザに依頼する。ユーザ５により入力されたレビ
ューは、例えば、ネットワーク等を介して、外部のサーバ７に送信される。これにより、
外部のサーバ７には、各ユーザのレビューのデータが蓄積される。
【００３０】
　以上のとおり、本実施形態では、アプリケーション１２１の稼働により収集される所定
のデータがユーザ５にとって好ましいと判定されるタイミングで、アプリケーション１２
１に対するレビューを依頼するようにすることができる。特に、本実施形態では、アプリ
ケーション１２１の利用によりユーザ５の健康状態が改善されたタイミングで、当該アプ
リケーション１２１に対するレビューを依頼するようにすることができる。
【００３１】
　ここで、人間は、機嫌が良いときほど、手間を惜しまずに、ポジティブな行動をとるも
のと推測される。本実施形態では、健康状態が改善することで、ユーザ５の機嫌がよくな
り、かつアプリケーション１２１に対して好印象を抱いたと推測されるタイミングで、当
該アプリケーション１２１に対するレビューをユーザ５に対して依頼することができる。
したがって、本実施形態によれば、アプリケーション１２１に対して高評価を有している
ユーザに適切なタイミングでレビューの依頼を行うことができるため、当該アプリケーシ
ョン１２１に対して高評価のレビューをより多く収集することができるようになる。
【００３２】
　§２　構成例
　［ハードウェア構成］



(9) JP 6945383 B2 2021.10.6

10

20

30

40

50

　＜コンピュータ装置＞
　次に、図２を用いて、本実施形態に係るコンピュータ装置１のハードウェア構成の一例
について説明する。図２は、本実施形態に係るコンピュータ装置１のハードウェア構成の
一例を模式的に例示する。
【００３３】
　図２に示されるとおり、本実施形態に係るコンピュータ装置１は、制御部１１、記憶部
１２、通信インタフェース１３、タッチパネルディスプレイ１４、スピーカ１５、及びマ
イク１６が電気的に接続されたコンピュータである。なお、図２では、通信インタフェー
スを「通信Ｉ／Ｆ」と記載している。
【００３４】
　制御部１１は、ハードウェアプロセッサであるＣＰＵ（Central Processing Unit）、
ＲＡＭ（Random Access Memory）、ＲＯＭ（Read Only Memory）等を含み、情報処理に応
じて各構成要素を制御する。ＣＰＵは、本発明の「プロセッサ」に相当する。記憶部１２
は、例えば、ハードディスクドライブ、ソリッドステートドライブ、光学ディスク、磁気
ディスク、フラッシュメモリ、メモリカード等で構成され、アプリケーション１２１、評
価依頼プログラム１２２、生体データ１２３等の各種データが保存される。記憶部１２は
、本発明の「メモリ」に相当する。
【００３５】
　アプリケーション１２１は、上記のとおり、測定装置３から生体データ１２３を収集し
、収集した生体データ１２３を管理するためのソフトウェアである。生体データ１２３は
、コンピュータ装置１と測定装置３との間で通信を確立した後、アプリケーション１２１
を稼働することで収集される。評価依頼プログラム１２２は、後述するアプリケーション
１２１に対するレビューの投稿をユーザ５に依頼する情報処理（図５）をコンピュータ装
置１に実行させるためのプログラムである。本実施形態では、評価依頼プログラム１２２
は、アプリケーション１２１に組み込まれている。しかしながら、評価依頼プログラム１
２２の提供形態は、このような例に限られなくてもよく、評価依頼プログラム１２２は、
アプリケーション１２１とは別個に提供されてもよい。詳細は後述する。
【００３６】
　通信インタフェース１３は、例えば、有線ＬＡＮ（Local Area Network）モジュール、
無線ＬＡＮモジュール等であり、ネットワークを介した有線又は無線通信を行うためのイ
ンタフェースである。通信インタフェース１３の種類は、接続する対象（例えば、測定装
置３、サーバ７）に応じて適宜選択されてよい。通信インタフェース１３は、通信規格の
種類に応じて適宜構成されてよい。本実施形態では、コンピュータ装置１は、通信インタ
フェース１３を介して、測定装置３及びサーバ７に接続する。なお、コンピュータ装置１
と測定装置３との間の通信には、例えば、Bluetooth（登録商標）が用いられてよい。
【００３７】
　タッチパネルディスプレイ１４は、公知のものであってよく、メッセージの入力及び画
像等の表示に利用される。タッチパネルディスプレイ１４は、本発明の「表示装置」の一
例である。ユーザ５は、タッチパネルディスプレイ１４を介して、コンピュータ装置１を
操作することができる。スピーカ１５及びマイク１６はそれぞれ、公知のものであってよ
く、音声の出力及び入力に利用される。
【００３８】
　なお、コンピュータ装置１の具体的なハードウェア構成に関して、実施形態に応じて、
適宜、構成要素の省略、置換及び追加が可能である。例えば、制御部１１は、複数のハー
ドウェアプロセッサを含んでもよい。ハードウェアプロセッサは、マイクロプロセッサ、
ＦＰＧＡ（field-programmable gate array）等で構成されてよい。また、コンピュータ
装置１には、提供されるサービス専用に設計された情報処理装置の他、デスクトップＰＣ
（Personal Computer）、タブレットＰＣ、スマートフォンを含む携帯端末等であってよ
い。
【００３９】
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　また、コンピュータ装置１は、記憶媒体に記憶されたデータを読み込むためのドライブ
装置等に接続されてもよい。この場合、上記アプリケーション１２１は、記憶媒体を介し
て提供されてもよい。また、コンピュータ装置１にドライブ装置が接続される場合、評価
依頼プログラム１２２を含むアプリケーション１２１は、記憶媒体に記憶されていてもよ
い。記憶媒体は、コンピュータその他装置、機械等が記録されたプログラム等の情報を読
み取り可能なように、当該プログラム等の情報を、電気的、磁気的、光学的、機械的又は
化学的作用によって蓄積する媒体である。記憶媒体は、例えば、ＣＤ（Compact Disk）、
ＤＶＤ（Digital Versatile Disk）、フラッシュメモリ等である。
【００４０】
　＜測定装置＞
　次に、図３を用いて、本実施形態に係る測定装置３のハードウェア構成の一例について
説明する。図３は、本実施形態に係る測定装置３のハードウェア構成の一例を模式的に例
示する。測定装置３は、ユーザ５の生体に関する測定を行うように適宜構成される。
【００４１】
　図３に示されるとおり、本実施形態に係る測定装置３は、コントローラ３１と、コント
ローラ３１にそれぞれ接続される表示部３３、操作部３５、ＲＡＭ３６、記憶部３７、通
信部３８、及び測定部３９とを備えるコンピュータである。測定装置３は、例えば、体重
体組成計、血圧計、活動量計、血糖値測定器、歩数計、体温計、睡眠計測器、心拍計、心
電計等であり、測定する情報の種類に応じて適宜構成されてよい。測定装置３は、本発明
の「所定の装置」の一例である。
【００４２】
　コントローラ３１は、例えば、マイクロコンピュータ、ＦＰＧＡ（field-programmable
 gate array）等により、各部の動作を制御するように構成される。表示部３３は、例え
ば、液晶ディスプレイ、有機ＥＬディスプレイ等により、種々の情報を表示可能に構成さ
れる。操作部３５は、例えば、ボタン、タッチパネル等により、ユーザの操作を受け付け
可能に適宜構成される。操作部３５は、測定装置３に物理的に設けられたボタンで構成さ
れてもよい。また、タッチパネルディスプレイを表示部３３として利用した場合には、操
作部３５は、表示部３３に表示される仮想的なボタンで構成されてもよい。
【００４３】
　ＲＡＭ３６は、ＤＲＡＭ、ＳＲＡＭ等であってよく、データを一時的に記憶すると共に
、コントローラ３１の作業用の記憶領域として利用される。記憶部３７は、例えば、ハー
ドディスクドライブ、ソリッドステートドライブ、光学ディスク、磁気ディスク、フラッ
シュメモリ、メモリカード等で構成され、測定により得られた生体データ（例えば、各種
の測定値、測定値から算出される指標値等）を記憶する。
【００４４】
　通信部３８は、上記通信インタフェース１３と同様であり、例えば、有線ＬＡＮモジュ
ール、無線ＬＡＮモジュール等である。測定装置３は、通信部３８を介して、コンピュー
タ装置１に接続する。本実施形態では、通信部３８は、例えば、Bluetooth（登録商標）
の規格に従って通信を行うためのモジュールである。
【００４５】
　測定部３９は、測定対象に応じて適宜構成されてよい。例えば、測定部３９は、血圧、
脈拍、体重、体脂肪、内臓脂肪、歩数、活動量、血糖値、体温、睡眠状態等の各種情報を
測定するセンサにより構成されてよい。また、測定装置３の現在位置を測定する場合には
、測定部３９は、ＧＰＳ（Global Positioning System）信号を受信する受信回路等を備
えてもよい。現在位置を測定可能に構成されることで、測定装置３は、ユーザ５の歩行距
離等を測定することができる。
【００４６】
　コントローラ３１は、測定部３９により得られる血圧、脈拍、体重、体脂肪、内臓脂肪
、歩数、活動量、血糖値、体温、睡眠状態等のデータを生体データとして記憶部３７に記
憶する。また、コントローラ３１は、測定により得られた測定値に基づいて、身体年齢、
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骨格筋肉率、ＢＭＩ（Body Mass Index）、基礎体温リズム等の各種情報を算出し、算出
した各種情報を生体データとして記憶部３７に記憶する。
【００４７】
　なお、睡眠状態は、例えば、睡眠時間及び覚醒時間により表すことができる。睡眠時間
及び覚醒時間は、例えば、測定部３９により、睡眠中の体動（胸の動き、寝返り等）を微
弱な電波で捉え、ユーザ５が眠っているか目覚めているかを判定することで計測すること
ができる。この睡眠状態は、寝床についてから寝るまでの時間、睡眠時間、寝起きにかか
る時間等によって表されてもよい。
【００４８】
　また、骨格筋肉率は、身長、年齢、インピーダンス、体重等の設定値とそれらの測定値
とに基づいて算出することができる。この骨格筋肉率に基づいて、基礎代謝量を算出する
ことができる。そして、この基礎代謝量に基づいて、身体年齢を算出することができる。
骨格筋肉率と基礎代謝量との関係、及び基礎代謝量と身体年齢との関係は、所定の計算式
により与えられてもよいし、テーブル等の対応表により与えられてもよい。更に、基礎体
温リズムは、月経日、排卵日、及び体温の履歴の関係によって表すことができる。
【００４９】
　以上のような通信可能な測定装置３の一例として、例えば、オムロン株式会社製の血圧
計（ＨＥＭ－７２８１Ｔ、ＨＥＭ－７２７１Ｔ等）、及び体重体組成計（ＨＢＦ－２５５
Ｔ等）、活動量計（ＨＪＡ－４０５Ｔ等）を挙げることができる。
【００５０】
　なお、測定装置３の具体的なハードウェア構成に関して、コンピュータ装置１と同様に
、実施の形態に応じて、適宜、構成要素の省略、置換及び追加が可能である。また、本実
施形態に係る測定装置３では、ユーザ５の生体に関する情報を測定する部分（測定部３９
）と各種の情報処理を実施する部分（コントローラ３１、ＲＡＭ３６、記憶部３７、及び
通信部３８）とが一体になっている。しかしながら、測定装置３の構成は、このような例
に限られなくてもよい。例えば、各種情報処理を実施する部分は汎用のＰＣ等により構成
され、ユーザ５の生体に関する情報を測定する装置に汎用のＰＣを接続することで、上記
測定装置３は構成されてよい。
【００５１】
　＜その他＞
　なお、サーバ７は、上記コンピュータ装置１と同様に、制御部、記憶部、通信インタフ
ェース、入力装置、及び出力装置が電気的に接続されたコンピュータで構成することがで
きる。記憶部には、提供する各アプリケーションのデータ、及び各アプリケーションに対
するレビューのデータが保存される。そして、サーバ７は、通信インタフェースにより、
ネットワークを介して、各アプリケーション及び各アプリケーションに対するレビューを
コンピュータ装置１等のクライアント端末に提供するように構成される。更に、サーバ７
は、コンピュータ装置１等のクライアント端末からのレビューの投稿データを受信し、受
信した投稿データをデータベースに保存するように構成される。このようなサーバ７には
、クラウドを構成するサーバ等の公知のサーバ装置が用いられてよい。また、サーバ７は
、１又は複数台のコンピュータで構成されてよい。
【００５２】
　［ソフトウェア構成］
　次に、図４を用いて、本実施形態に係るコンピュータ装置１のソフトウェア構成の一例
について説明する。図４は、本実施形態に係るコンピュータ装置１のソフトウェア構成の
一例を模式的に例示する。
【００５３】
　コンピュータ装置１の制御部１１は、記憶部１２に記憶された評価依頼プログラム１２
２をＲＡＭに展開する。そして、制御部１１は、ＲＡＭに展開された評価依頼プログラム
１２２をＣＰＵにより解釈及び実行して、各構成要素を制御する。これによって、図４に
示されるとおり、本実施形態に係るコンピュータ装置１は、ソフトウェアモジュールとし
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て、監視部１１１、判定部１１２、及び依頼部１１３を備えるコンピュータとして構成さ
れる。
【００５４】
　監視部１１１は、サービスの提供に伴い所定のデータを収集する評価対象のアプリケー
ション１２１の動作を監視する。本実施形態では、監視部１１１は、アプリケーション１
２１を利用する際のユーザ５の操作導線を監視する。
【００５５】
　判定部１１２は、アプリケーション１２１が動作することで、すなわち、アプリケーシ
ョン１２１をユーザ５が利用することで収集される所定のデータの内容が、ユーザ５にと
って好ましいかどうかを規定した評価基準に合致するか否かを判定する。そして、依頼部
１１３は、収集される所定のデータの内容が評価条件に合致する場合に、アプリケーショ
ン１２１に対するレビューをユーザ５に依頼する。
【００５６】
　上記のとおり、本実施形態では、アプリケーション１２１は、測定装置３と通信するこ
とで、当該測定装置３による測定の結果を示す生体データ１２３を所定のデータとして収
集する。また、評価条件は、ユーザ５の健康状態に改善傾向がみられる場合に、収集され
る所定のデータの内容がユーザ５にとって好ましいものであると判定するように規定され
る。
【００５７】
　そこで、本実施形態に係る判定部１１２は、収集された生体データ１２３に基づいて、
ユーザ５の健康状態に改善傾向がみられるか否かを判定する。そして、依頼部１１３は、
ユーザ５の健康状態に改善傾向がみられると判定した場合に、アプリケーション１２１に
対するレビューをユーザ５に依頼する。
【００５８】
　また、本実施形態では、コンピュータ装置１は、上記の健康状態に改善傾向がみられた
場面の他、ユーザ５の操作導線が所定の条件を満たす場面で、アプリケーション１２１に
対するレビューをユーザ５に依頼する。すなわち、判定部１１２は、ユーザ５の操作導線
が所定の条件を満たすか否かを判定する。そして、依頼部１１３は、ユーザ５の操作導線
が所定の条件を満たしていると判定した場合に、アプリケーション１２１に対するレビュ
ーをユーザ５に依頼する。
【００５９】
　コンピュータ装置１の各ソフトウェアモジュールの動作に関しては後述する動作例で詳
細に説明する。なお、本実施形態では、コンピュータ装置１の各ソフトウェアモジュール
がいずれも汎用のＣＰＵによって実現される例について説明している。しかしながら、以
上のソフトウェアモジュールの一部又は全部が、１又は複数の専用のプロセッサにより実
現されてもよい。また、コンピュータ装置１のソフトウェア構成に関して、実施の形態に
応じて、適宜、ソフトウェアモジュールの省略、置換及び追加が行われてもよい。
【００６０】
　§３　動作例
　次に、図５を用いて、コンピュータ装置１の動作例を説明する。図５は、本実施形態に
係るコンピュータ装置１の処理手順の一例を示すフローチャートである。以下で説明する
レビュー依頼の処理手順は、本発明の「評価依頼方法」に相当する。ただし、以下で説明
する処理手順は一例に過ぎず、各処理は可能な限り変更されてよい。また、以下で説明す
る処理手順について、実施の形態に応じて、適宜、ステップの省略、置換、及び追加が可
能である。
【００６１】
　（ステップＳ１０１）
　ステップＳ１０１では、制御部１１は、アプリケーション１２１を動作させる。そして
、制御部１１は、監視部１１１として機能し、アプリケーション１２１の動作、すなわち
、ユーザ５によるアプリケーション１２１の操作を監視する。
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【００６２】
　ここで、図６及び図７を用いて、アプリケーション１２１の動作の一例を説明する。図
６及び図７は、アプリケーション１２１の画面の一例を模式的に例示する。ユーザ５が、
測定装置３を利用して、自身の生体に関する情報の測定を行うと、測定装置３のＲＡＭ３
６及び記憶部３７の少なくとも一方に、その測定結果が生体データ１２３として保存され
る。その後、ユーザ５が、コンピュータ装置１を操作して、アプリケーション１２１を稼
働させ、コンピュータ装置１と測定装置３との間の通信を確立すると、コンピュータ装置
１は、アプリケーション１２１の動作として測定装置３から生体データ１２３を取得する
。これを繰り返すことで、コンピュータ装置１には、ユーザ５の生体データ１２３が収集
される。制御部１１は、アプリケーション１２１の画面として、このように収集した生体
データ１２３をタッチパネルディスプレイ１４上に表示する。
【００６３】
　図６は、タッチパネルディスプレイ１４に表示される、最新の生体データ１２３を示す
操作画面の例を示す。この画面例は、血圧及び脈拍の測定結果をそれぞれ示すパネル２２
１と、測定装置３と通信して、測定装置３から各測定結果を再度取得する更新ボタン２２
２とを含んでいる。ユーザ５は、更新ボタン２２２をタップする、又は画面全体を下方向
にドラッグすることで、アプリケーション１２１を稼働させて、測定装置３から最新の生
体データ１２３を取得するようにコンピュータ装置１を動作させることができる。
【００６４】
　また、ユーザ５は、各パネル２２１をタップすることで、図７に示す各測定結果の履歴
をコンピュータ装置１のタッチパネルディスプレイ１４に表示させることができる。図７
の画面例は、グラフ表示領域２２３、平均値表示領域２２４、及び戻りボタン２２５を含
んでいる。
【００６５】
　グラフ表示領域２２３には、測定結果の履歴がグラフ形式で表示される。平均値表示領
域２２４には、グラフ表示領域２２３の表示形式に対応して、各測定結果の平均値が表示
される。図７の例では、グラフ表示領域２２３には、一週間の血圧及び脈拍の値がグラフ
形式で表示され、平均値表示領域２２４には、その一週間の血圧及び脈拍の平均値が数字
で表示されている。ユーザ５は、この画面において、戻りボタン２２５をタップすること
で、タッチパネルディスプレイ１４の表示を図７の画面から図６の画面に戻すことができ
る。
【００６６】
　制御部１１は、このような画面遷移をするアプリケーション１２１の操作を監視するこ
とで、アプリケーション１２１を利用する際のユーザ５の操作導線を計測する。例えば、
制御部１１は、操作導線として、各操作画面の滞在時間及び操作経路のうちの少なくとも
一方を計測してもよい。これにより、ユーザの操作導線は、各操作画面の滞在時間及び操
作経路のうちの少なくとも一方で表現することができる。なお、制御部１１は、タイマ（
不図示）を有してよく、各画面の滞在時間は、当該タイマを用いて計測されてよい。また
、制御部１１は、操作導線として、測定装置３との通信状態を計測してもよい。これによ
り、ユーザの操作導線は、測定装置３との通信状態により表現することができる。監視に
より操作導線を計測すると、制御部１１は、計測したユーザの操作導線を示す操作履歴情
報をＲＡＭ及び記憶部１２の少なくとも一方に保存する。
【００６７】
　なお、図７の例では、グラフ表示領域２２３には、一週間分の測定結果が表示されてい
る。しかしながら、グラフ表示領域２２３の表示形式は、このような例に限られなくても
よい。例えば、制御部１１は、日別、週別、月別、及び年別のグラフをグラフ表示領域２
２３に表示してもよい。また、日別、週別、月別、及び年別の表示形式は、ユーザの操作
により適宜切り替え可能であってもよい。この場合、ユーザ５の操作によりグラフ表示領
域２２３の表示形式が切り替えられたことに応じて、制御部１１は、指定された表示形式
に対応する各平均値を平均値表示領域２２４に表示する。
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【００６８】
　（ステップＳ１０２）
　次のステップＳ１０２では、制御部１１は、判定部１１２として機能し、収集された生
体データ１２３に基づいて、ユーザ５の健康状態に改善傾向がみられるか否かを判定する
。ユーザ５の健康状態に改善傾向がみられると判定した場合には、制御部１１は、次のス
テップＳ１０４に処理を進める。一方、ユーザ５の健康状態に改善傾向がみられないと判
定した場合には、制御部１１は、次のステップＳ１０３に処理を進める。
【００６９】
　生体データ１２３に基づいて、ユーザ５の健康状態に改善傾向がみられるか否かを判定
する方法は、実施の形態に応じて適宜決定されてよい。例えば、収集される生体データ１
２３に対して、健康状態の改善を示す条件が設定される。当該条件は、例えば、評価依頼
プログラム１２２内に組み込まれ、記憶部１２に記憶される。この場合、制御部１１は、
収集した生体データ１２３が当該条件に適合するか否かを判定することで、ユーザ５の健
康状態に改善傾向がみられるか否かを判定する。
【００７０】
　本実施形態では、収集される生体データ１２３は、例えば、血圧、体重、体脂肪、内臓
脂肪、身体年齢、骨格筋肉率、歩数、活動量、血糖値、基礎体温リズム、及び睡眠状態の
少なくともいずれかに関するものである。そのため、制御部１１は、収集した生体データ
１２３を参照し、血圧、体重、体脂肪、内臓脂肪、身体年齢、骨格筋肉率、歩数、活動量
、血糖値、基礎体温リズム、及び睡眠状態の少なくともいずれかに改善傾向がみられるか
否かを判定する。
【００７１】
　例えば、体重に関して、制御部１１は、過去の測定値よりも近時の測定値が理想値に近
付いている場合に、改善傾向がみられると判定することができる。具体的には、制御部１
１は、過去の測定値よりも近時の測定値の方が理想値に近いか否かを判定する。また、制
御部１１は、過去の測定値から近時の測定値までの変動を比率及び変化量の少なくとも一
方で表し、比率及び変化量の少なくとも一方が閾値以上であるか否かを判定する。
【００７２】
　そして、過去の測定値よりも近時の測定値の方が理想値に近く、かつ比率及び変化量の
少なくとも一方が閾値以上である場合に、制御部１１は、体重について改善傾向がみられ
ると判定することができる。一方、その他の場合には、制御部１１は、体重について改善
傾向がみられないと判定することができる。
【００７３】
　なお、理想値及び閾値は、アプリケーション１２１の提供者等により、実施の形態に応
じて適宜設定されてよい。理想値及び閾値は、例えば、記憶部１２に記憶される。血圧、
体脂肪、内臓脂肪、身体年齢、骨格筋肉率、歩数、活動量、及び血糖値についても、体重
についての方法と同様の方法で、改善傾向がみられるか否かを判定することができる。
【００７４】
　また、例えば、基礎体温リズムに関して、制御部１１は、体温の履歴に高温期と低温期
とがあり、月経周期が一定に近付き、かつこの月経周期が所定の数値範囲内である場合に
、改善傾向がみられると判定することができる。
【００７５】
　また、例えば、睡眠状態に関して、制御部１１は、睡眠中の体動が減少した、中途覚醒
が減少した、起床予定時刻よりも前の覚醒が減少した、又は寝付きにかかる時間が減少し
た場合に、改善傾向がみられると判定することができる。また、ユーザの睡眠時間が所定
時間よりも短いユーザについて、制御部１１は、このユーザの睡眠時間が増加した場合に
、睡眠状態に改善傾向がみられると判定することができる。
【００７６】
　（ステップＳ１０３）
　次のステップＳ１０３では、制御部１１は、判定部１１２として機能して、ステップＳ
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１０１で特定したユーザ５の操作導線が所定の条件を満たしているか否かを判定する。ユ
ーザ５の操作導線が所定の条件を満たしていると判定した場合、制御部１１は、次のステ
ップＳ１０４に処理を進める。一方、ユーザ５の操作導線が所定の条件を満たしていない
と判定した場合、制御部１１は、ステップＳ１０４の処理を省略し、本動作例に係る処理
を終了する。
【００７７】
　所定の条件は、アプリケーション１２１に対してユーザ５が好印象を有していることを
判定するように、実施の形態に応じて適宜設定されてよい。例えば、所定の条件は、アプ
リケーション１２１をユーザ５がストレスなく快適に利用できているか否かを判定するよ
うに設定されてよい。
【００７８】
　ストレスなく快適に利用できているか否かは、例えば、上記ステップＳ１０１で計測し
た各操作画面の滞在時間及び操作経路のうちの少なくとも一方に基づいて判定可能である
。具体例として、制御部１１は、操作フロー中の各操作画面の滞在時間が閾値よりも短い
、又は操作画面の後戻りの回数が閾値以下である場合に、操作導線が所定の条件を満たし
ていると判定してもよい。閾値は、例えば、記憶部１２に記憶される。
【００７９】
　また、ストレスなく快適に利用できているか否かは、例えば、上記ステップＳ１０１で
計測した通信状態に基づいても判定可能である。具体例として、制御部１１は、コンピュ
ータ装置１と測定装置３との間の通信のエラー回数が閾値以下であると計測した通信状態
により示される場合に、操作導線が所定の条件を満たしていると判定してもよい。閾値は
、例えば、記憶部１２に記憶される。
【００８０】
　（ステップＳ１０４）
　次のステップＳ１０４では、制御部１１は、依頼部１１３として機能して、アプリケー
ション１２１に対するレビューの入力及び投稿をユーザ５に依頼するための表示をタッチ
パネルディスプレイ１４により行う。本実施形態では、ステップＳ１０２においてユーザ
５の健康状態に改善傾向がみられると判定したケース、又はステップＳ１０３においてユ
ーザ５の操作導線が所定の条件を満たしていると判定したケースで、本ステップＳ１０４
の処理が実行される。
【００８１】
　ここで、図８及び図９を用いて、ユーザにレビューの投稿を依頼する方法の一例につい
て説明する。図８は、タッチパネルディスプレイ１４に表示される、アプリケーション１
２１に対するレビューの投稿を依頼する画面の一例を例示する。図９は、レビューの入力
を受け付ける画面の一例を例示する。
【００８２】
　まず、制御部１１は、本ステップＳ１０４において、タッチパネルディスプレイ１４に
図８で例示する画面を表示することで、アプリケーション１２１に対するレビューの投稿
をユーザ５に依頼する。図８の画面例は、レビューの投稿を依頼することを示すコメント
の他、「評価する」ボタン１４１、「あとでする」ボタン１４２、及び「評価しない」ボ
タン１４３を含んでいる。
【００８３】
　「あとでする」ボタン１４２及び「評価しない」ボタン１４３をユーザがタップした場
合には、現時点においてレビューの投稿をユーザが拒否したことになる。そのため、「あ
とでする」ボタン１４２又は「評価しない」ボタン１４３がタップされた場合には、制御
部１１は、タッチパネルディスプレイ１４から図８の画面を消す。「あとでする」ボタン
１４２がタップされた場合には、制御部１１は、図８の画面を消した後、所定期間経過後
に再度、タッチパネルディスプレイ１４に図８の画面を表示する。当該所定期間は、実施
の形態に応じて適宜設定されてよい。一方、「評価しない」ボタン１４３がタップされた
場合には、制御部１１は、図８の画面を消した後、本動作例に係る処理を終了する。なお
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、この場合、「あとでする」ボタン１４２がタップされた場合の所定期間よりも長い期間
経過後、制御部１１は、ステップＳ１０１から再度処理を繰り返して、タッチパネルディ
スプレイ１４に図８の画面が再度表示されるようにしてもよい。
【００８４】
　これに対して、「評価する」ボタン１４１をユーザ５がタップした場合には、その時点
においてレビューの投稿をユーザが承諾したことになる。そのため、制御部１１は、次の
図９の画面をタッチパネルディスプレイ１４に表示する。図９の画面例は、アプリケーシ
ョン１２１に対する評価点を５段階評価で入力するための第１領域１４６、レビューのタ
イトルを入力するための第２領域１４７、及びレビューの内容（コメント）を入力するた
めの第３領域１４８、及び送信ボタン１４９を含んでいる。ユーザ５は、タッチパネルデ
ィスプレイ１４を操作して、評価点、タイトル、及びコメントを各領域１４６～１４８に
入力する。そして、入力が完了した後、送信ボタン１４９をタップすることで、入力した
レビューを投稿することができる。すなわち、送信ボタン１４９がタップされた場合に、
制御部１１は、その時点で各領域１４６～１４８に入力されたデータを投稿データとして
サーバ７に送信する。
【００８５】
　このような方法により、制御部１１は、アプリケーション１２１に対するレビューの投
稿を依頼し、当該レビューの入力を受け付けることができる。ただし、ユーザにレビュー
の投稿を依頼する方法は、このような方法に限定されなくてもよい。例えば、制御部１１
は、本ステップＳ１０４において、レビューを入力するためのウェブページをサーバ７か
ら取得し、取得したウェブページをタッチパネルディスプレイ１４に表示し、表示したウ
ェブページ上でレビューの入力を行わせるようにしてもよい。以上により、レビューの投
稿の依頼が完了すると、制御部１１は、本動作例に係る処理を終了する。
【００８６】
　［特徴］
　以上のとおり、本実施形態では、ステップＳ１０２により、収集された生体データ１２
３に基づいて、アプリケーション１２１の利用によりユーザ５の健康状態が改善傾向にあ
るか否かを判定する。そして、ユーザ５の健康状態が改善傾向にあると判定した場合に、
ステップＳ１０４により、アプリケーション１２１に対するレビューの投稿をユーザに依
頼する。これにより、本実施形態では、アプリケーション１２１の利用によりユーザ５の
健康状態が改善されたタイミングで、当該アプリケーション１２１に対するレビューを依
頼するようにすることができる。そのため、上記のとおり、アプリケーション１２１に対
して高評価を有しているユーザに適切なタイミングでレビューの依頼を行うことができる
ため、当該アプリケーション１２１に対して高評価のレビューをより多く収集することが
できるようになる。
【００８７】
　また、本実施形態では、ステップＳ１０１及びＳ１０３により、アプリケーション１２
１を利用する際のユーザ５の操作導線を特定し、特定した操作導線が所定の条件を満たし
ているか否かを判定する。そして、本実施形態では、ユーザ５の操作導線が所定の条件を
満たしていると判定した場合に、ステップＳ１０４により、アプリケーション１２１に対
するレビューの投稿をユーザに依頼する。これにより、本実施形態では、例えば、アプリ
ケーション１２１をストレスなく快適に利用できている等、アプリケーション１２１に対
して好印象を有していると操作導線に基づいて推測されるユーザに、当該アプリケーショ
ン１２１に対するレビューの依頼を行うことができる。そのため、本実施形態によれば、
アプリケーション１２１に対して高評価のレビューをより多く収集することができるよう
になることが期待される。
【００８８】
　§４　変形例
　以上、本発明の実施の形態を詳細に説明してきたが、前述までの説明はあらゆる点にお
いて本発明の例示に過ぎない。本発明の範囲を逸脱することなく種々の改良や変形を行う
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ことができることは言うまでもない。例えば、以下のような変更が可能である。なお、以
下では、上記実施形態と同様の構成要素に関しては同様の符号を用い、上記実施形態と同
様の点については、適宜説明を省略した。以下の変形例は適宜組み合わせ可能である。
【００８９】
　＜４．１＞
　上記図１の例では、外部のサーバ７は、アプリケーション（ソフトウェア）１２１を提
供する役割と投稿されたレビューのデータを記憶する役割との両方の役割を担っている。
しかしながら、アプリケーション１２１を提供するための構成及びレビューのデータを蓄
積するための構成は、このような例に限られなくてもよい。例えば、アプリケーション１
２１を提供するサーバと、投稿されたレビューのデータを記憶するサーバとは、異なって
いてもよい。また、アプリケーション１２１は、外部のサーバにより提供されるのではな
く、記憶媒体等を介して提供されてもよい。また、投稿されたレビューのデータを保存す
る方法は、当該投稿されたレビューをアプリケーション１２１の提供、宣伝等の際に活用
可能であれば、実施の形態に応じて適宜決定されてよい。
【００９０】
　＜４．２＞
　上記実施形態では、測定装置３により測定された生体データ１２３は、コンピュータ装
置１に保存される。しかしながら、生体データ１２３の保存先は、このような例に限られ
なくてもよく、実施の形態に応じて適宜選択されてもよい。例えば、生体データ１２３は
、外部のサーバ７と同様のクラウド上のサーバ装置等に保存されてもよい。この場合、生
体データ１２３を記憶するサーバ装置が、上記ステップＳ１０２及びＳ１０４の処理を実
行してもよい。
【００９１】
　＜４．３＞
　上記実施形態では、ステップＳ１０２及びＳ１０３の２つの指標に基づいて、アプリケ
ーション１２１に対するレビューの投稿をユーザ５に依頼するか否かを決定している。し
かしながら、必ずしも２つの指標両方を利用しなくてもよい。すなわち、ステップＳ１０
２及びＳ１０３のいずれか一方の判定は、省略されてもよい。アプリケーション１２１の
タイプは、上記実施形態の例に限定されなくてもよく、実施の形態に応じて適宜選択され
てよい。また、ステップＳ１０２が省略され、ステップＳ１０３において通信状態を用い
る場合、アプリケーション１２１は、所定のデータを収集する際に、コンピュータ装置１
に所定の装置と通信させるタイプのものであれば、上記の例に限定されなくてもよい。こ
の場合、所定の装置のタイプは、コンピュータ装置１と通信可能であれば、上記測定装置
３に限定されなくてもよい。コンピュータ装置１と所定の装置との通信は、無線に限られ
ず、有線で行われてもよい。
【００９２】
　＜４．４＞
　上記実施形態に係るコンピュータ装置１は、上記２つの指標以外の指標を用いて、アプ
リケーション１２１に対するレビューの投稿をユーザ５に依頼するか否かを決定してもよ
い。
【００９３】
　例えば、制御部１１は、アプリケーション１２１の利用頻度、アプリケーション１２１
の利用期間、利用している測定装置３の数、測定装置３の利用頻度、及び測定装置３の利
用期間の少なくともいずれかが所定の閾値以上であるか否かを判定してもよい。そして、
アプリケーション１２１の利用頻度、アプリケーション１２１の利用期間、利用している
測定装置３の数、測定装置３の利用頻度、及び測定装置３の利用期間の少なくともいずれ
かが所定の閾値以上である場合に、制御部１１は、アプリケーション１２１に対するレビ
ューの投稿をユーザ５に依頼してもよい。この場合、所定の閾値は適宜設定可能である。
【００９４】
　また、例えば、制御部１１は、利用している測定装置３の属性（カテゴリ、型式等）が
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所定の条件を満たすか否かを判定してもよい。そして、測定装置３の属性が所定の条件を
満たす場合に、制御部１１は、アプリケーション１２１に対するレビューの投稿をユーザ
５に依頼してもよい。この場合、所定の条件は適宜設定可能である。例えば、所定の条件
は、測定装置３が体重体組成計である場合に、レビューの投稿依頼が実施されるように規
定されてもよい。
【００９５】
　＜４．５＞
　上記実施形態では、アプリケーション１２１は、測定装置３から生体データ１２３を収
集し、収集した生体データを管理するソフトウェアである。しかしながら、アプリケーシ
ョン１２１の種類は、このような例に限られなくてもよく、実施の形態に応じて適宜選択
されてよい。ユーザにとって好ましいかどうかを規定した評価条件は、アプリケーション
の種類に応じて適宜規定されてよい。
【００９６】
　例えば、アプリケーションは、ネットワークを介してウェブページから新聞記事を収集
するソフトウェアであってもよい。このケースでは、アプリケーションの利用によりユー
ザの興味に適合する新聞記事が所定期間内に所定量以上収集されることが評価条件として
規定されてもよい。すなわち、アプリケーションの利用によりユーザの興味に適合する新
聞記事が所定期間内に所定量以上収集された場合に、制御部１１は、上記ステップＳ１０
２において、収集された所定のデータが評価条件に合致すると判定して、次のステップＳ
１０４を実行するようにしてもよい。
【００９７】
　また、例えば、アプリケーションは、スポーツなどの娯楽情報を収集するソフトウェア
であってもよい。このケースでは、ユーザの応援しているチームが試合に勝つことが評価
条件として規定されてもよい。すなわち、制御部１１は、上記ステップＳ１０２において
、アプリケーションの利用により収集された娯楽情報に基づいて、ユーザの応援している
チームが試合に勝ったか否かを判定してもよい。そして、ユーザの応援しているチームが
試合に勝ったと判定した場合に、制御部１１は、次のステップＳ１０４を実行するように
してもよい。
【００９８】
　＜４．６＞
　また、例えば、上記実施形態に係るコンピュータ装置１は、本発明の「表示装置」の一
例として、タッチパネルディスプレイ１４を備えている。しかしながら、表示装置の種類
は、タッチパネルディスプレイに限られなくてもよく、実施の形態に応じて適宜選択され
てよい。例えば、表示装置は、タッチパネルの形式ではない一般的なディスプレイであっ
てもよい。この場合、コンピュータ装置１は、ユーザ５からレビューの入力を受け付ける
ために、ボタン、キーボード、マウス等の入力装置を備えてもよい。
【符号の説明】
【００９９】
　１…コンピュータ装置、
　１１…制御部、１２…記憶部、１３…通信インタフェース、
　１４…タッチパネルディスプレイ、
　１５…スピーカ、１６…マイク、
　１１１…監視部、１１２…判定部、１１３…依頼部、
　１２１…アプリケーション、
　１２２…評価依頼プログラム、１２３…生体データ、
　３…測定装置、
　３１…コントローラ、３３…表示部、３５…操作部、
　３６…ＲＡＭ、３７…記憶部、
　３８…通信部、３９…測定部、
　５…ユーザ、７…サーバ
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